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◎
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
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件

新

旧

対
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条

文
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害
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援
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設
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定
旧

法
施
設

支
援
単
位

数
表

指
定

旧
法

施
設
支

援
単

位
数

表

第
１

旧
身
体
障

害
者
更

生
施
設

支
援

第
１

旧
身

体
障

害
者

更
生
施

設
支

援

（

）

（

）

１
略

１
略

２
入
院
・

外
泊
時

加
算

２
入

院
・

外
泊

時
加

算

入
所

者
入

所
に
よ

る
指
定
旧

法
施
設
支
援

を
受
け

て
い

る
者

に
限

る
入

所
者

入
所

に
よ

る
指

定
旧
法
施

設
支

援
を
受

け
て
い

る
者
に

限
る

（

（

。
。

以
下

こ
の
２
及

び
２
の

２
に
お

い
て

同
じ

が
病

院
若
し

く
は

診
療

所
へ

以
下

こ
の

２
及

び
２

の
２

に
お

い
て

同
じ

が
病
院
若

し
く
は
診

療
所
へ

）

）

。
。

の
入
院

を
要
し

た
場
合
又

は
入
所

者
に

対
し
て

外
泊

障
害

者
自

立
支

援
法

の
入

院
を

要
し

た
場

合
又

は
入

所
者
に

対
し

て
外
泊

障
害

者
自
立

支
援
法

（

（

に
基
づ
く

指
定
障

害
福
祉

サ
ビ

ス
等

及
び
基

準
該
当
障

害
福

祉
サ

ビ
ス

に
基

づ
く

指
定

障
害

福
祉

サ
ビ
ス
等

及
び

基
準

該
当

障
害

福
祉
サ

ビ
ス

ー

ー

ー

ー

に
要
す
る

費
用
の

額
の
算
定

に
関
す

る
基

準
平

成
年

厚
生

労
働

省
告

示
に

要
す

る
費

用
の
額
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算

定
に

関
す
る

基
準

平
成

年
厚
生

労
働
省

告
示

（
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（
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表
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護
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付
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護
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位
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（
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3

）
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「

と
い

う
第

の
１
の
注
１

に
規
定
す
る

指
定
共

同
生

活
介

護
以

下
と

い
う

第
９

の
１

の
注

１
に
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定
す

る
指
定

共
同
生

活
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護

以
下

」
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（

」

）

（

。
。

「

」

）

1
7
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」
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1
6

指
定

共
同
生
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介
護

と
い
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及
び
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護
給
付

費
等

単
位

数
表

第
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定
共

同
生

活
介

護
と
い

う
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護
給

付
費
等
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位
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第
。

。

の
１
の

注
１
に

規
定
す
る

指
定
共

同
生
活
援
助

以
下

指
定

共
同

生
活

援
の

１
の

注
１

に
規

定
す
る
指

定
共
同

生
活

援
助

以
下

指
定
共
同

生
活
援

（

「

（

「

助
と
い

う
に
お
け

る
体
験

的
な

利
用
に

伴
う
外
泊

を
含

む
以

下
こ

助
と

い
う

に
お

け
る
体

験
的
な

利
用

に
伴
う

外
泊
を

含
む

以
下
こ

」

）

」

）

。
。

。
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）

（

）

（

の
２
及
び

２
の
２

に
お
い
て

同
じ

を
認
め
た

場
合
に

１
月

に
８

日
の

２
及

び
２

の
２

に
お

い
て

同
じ

を
認

め
た
場

合
に

１
月
に
８

日
。

、
。

、

継
続
し
て
入

院
又
は

外
泊
し

て
い
る

者
に

あ
っ
て

は
入
院

し
又

は
外

泊
継

続
し

て
入

院
又

は
外

泊
し

て
い

る
者

に
あ

っ
て

は
入
院
し

又
は
外

泊
、

、
、

、

し
た

初
日
か

ら
起
算

し
て
３
月

に
限

る
を
限
度

と
し
て

所
定

単
位

数
に

し
た

初
日

か
ら

起
算
し

て
３

月
に
限

る
を
限

度
と
し

て
所
定

単
位
数

に

）

）

。
。
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代
え
て
１

日
に
つ
き

次
に
掲

げ
る
単

位
数

地
方

公
共
団

体
が

設
置

す
る

旧
代

え
て

１
日

に
つ
き

次
に

掲
げ
る

単
位

数
地

方
公
共

団
体

が
設

置
す
る

旧

（

（

1
00

0
9

10
00

9
指
定

身
体
障

害
者
更

生
施
設
の

場
合

は
次

に
掲
げ

る
単
位

数
の

分
の

指
定

身
体

障
害

者
更

生
施

設
の
場

合
は

次
に

掲
げ
る
単

位
数

の
分

の
、

、

に
相

当
す
る
単

位
数
と

す
る

を
算
定
す

る
は

た
だ

し
入

院
又

は
に

相
当

す
る

単
位

数
と
す

る
を

算
定

す
る

は
た
だ

し
入

院
又
は

6
5

）

6
5

）

。
。

、
。

。
、

外
泊
の

初
日
及

び
最
終

日
は

算
定

し
な
い

外
泊

の
初

日
及

び
最

終
日

は
算
定

し
な

い
、

。
、

。

（

）
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略
イ
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２
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２
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事
提
供

体
制
加
算

単
位

食
事

提
供

体
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加
算

単
位

1
1

42
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4
2

注
低
所
得

者
等

障
害
者
自

立
支

援
法

施
行
令

平
成

年
政

令
第

号
注

低
所

得
者

等
障
害

者
自
立

支
援

法
施
行

令
平
成

年
政

令
第

号

（

（

1
8
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（

（

18
1
0

）

17

（

）

1
7

（

第
条
第
１
項

第
１
号

に
掲
げ

る
者

の
う
ち

支
給

決
定

障
害

者
等

第
条

第
１

項
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１
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に
掲

げ
る

者
の

う
ち

支
給
決
定

障
害
者

等
、

、
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）

1
7
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法
第
５

条
第

項
第
２

号
に
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定

す
る
支
給
決

定
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害

者
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を
い

う
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第
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第
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第

２
号

に
規
定

す
る

支
給

決
定

障
害
者

等
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い
う

。
。

及
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当

該
支
給
決

定
障
害

者
等
と

同
一

の
世
帯

に
属
す

る
者

特
定

支
給

及
び

当
該

支
給

決
定

障
害
者
等

と
同

一
の
世

帯
に

属
す

る
者

特
定

支
給

（

（

決
定
障
害

者
同

令
附
則

第
条

第
２

項
に
よ
り

読
み
替

え
て

適
用

す
る

決
定

障
害

者
同
令
附

則
第

条
第

２
項

に
よ

り
読
み

替
え

て
適

用
す

る

（

1
1

（
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同
令
第

条
第
１
項

第
４
号

に
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定
す
る

特
定
支

給
決
定

障
害

者
を

い
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同
令

第
条

第
１

項
第
４

号
に
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定
す

る
特
定

支
給
決

定
障

害
者

を
い
う

1
7
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以
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の
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に
お
い

て
同
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に
あ
っ

て
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そ
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配
偶
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に
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以
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こ
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に
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同
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に
あ

っ
て
は

そ
の
配

偶
者

に
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）

）

。
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、
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に
つ

い
て
指
定

障
害
福

祉
サ

ビ
ス

等
の
あ

っ
た
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属

す
る
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に
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い
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指
定
障

害
福
祉
サ

ビ
ス
等

の
あ

っ
た
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す
る

年
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）

ー
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指
定
障

害
福
祉

サ
ビ

ス
等
の

あ
っ

た
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が
４
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ら

６
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で

の
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障
害

福
祉

サ
ビ
ス
等
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あ

っ
た
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が
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６
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で
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22
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25
2
26
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に
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っ
て
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あ

っ
て
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地
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昭
和
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第

号
、

、

の
規
定
に

よ
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町
村
民

税
同

法
の

規
定
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よ

る
特
別
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を
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む

の
規
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に

よ
る

市
町
村
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同
法

の
規

定
に

よ
る

特
別
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む

（
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条
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項
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２

号
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げ
る
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割

同
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に
よ

っ
て
課

す
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所

得
割

を
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障
害

者
自

立
支

援
の

規
定

に
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っ
て

課
す
る

所
得
割

を
除

く
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額

障
害
者

自
立

支
援

）

（

）

（

。
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法
施

行
規
則

平
成

年
厚
生

労
働

省
令
第

号
第

条
の

２
に

掲
げ

法
施

行
規

則
平

成
年

厚
生
労

働
省

令
第

号
第

条
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２

に
掲
げ
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8

1
9

）
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8
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）
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る
規
定

に
よ
る

控
除
を

さ
れ
る
べ

き
金
額
が
あ

る
と
き

は
当

該
金

額
を

る
規

定
に

よ
る
控

除
を

さ
れ

る
べ
き

金
額

が
あ

る
と

き
は

当
該
金

額
を

、
、

加
算
し

た
額
と
す

る
を
合
算

し
た

額
が

万
円
未

満
特

定
支

給
決

加
算

し
た

額
と

す
る

を
合

算
し

た
額

が
万
円

未
満

特
定

支
給

決

）
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（

）

2
8

（

。
。

定
障
害
者

に
あ
っ

て
は

万
円

未
満

で
あ
る

者
並
び

に
同

令
第

条
定

障
害

者
に

あ
っ

て
は

万
円
未

満
で

あ
る
者

並
び
に

同
令

第
条

1
6

）

1
7

1
6

）

1
7

、
、

）

）

第
１
項
第

２
号
か
ら

第
４
号

ま
で

に
掲
げ

る
者
を

い
う

以
下

同
じ

第
１

項
第

２
号

か
ら

第
４

号
ま
で

に
掲
げ

る
者

を
い
う

以
下

同
じ

。
。

。
。

で
あ

る
入
所

者
指

定
障
害

者
支

援
施
設

等
法
第

条
第

１
項

に
規

定
で

あ
る

入
所

者
指

定
障

害
者
支

援
施

設
等

法
第

条
第

１
項

に
規
定

（

（

3
4

（

（

3
4

す
る

指
定
障

害
者
支
援

施
設
等

を
い

う
以

下
同
じ

に
入

所
す

る
者

す
る

指
定

障
害

者
支
援
施

設
等
を

い
う

以
下
同

じ
に

入
所

す
る
者

）

）

。
。

。
。
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を
除
く

に
対
し

て
当

該
旧

指
定
身

体
障
害

者
更
生

施
設

に
従

事
す

を
除

く
に

対
し

て
当
該
旧

指
定

身
体
障

害
者
更

生
施

設
に

従
事
す

）

）

。
、

。
、

る
調

理
員
に

よ
る
食

事
の
提
供

で
あ
る
こ
と

又
は
調

理
業

務
を

第
三

者
に

る
調

理
員

に
よ

る
食

事
の

提
供
で

あ
る

こ
と
又

は
調
理

業
務

を
第

三
者
に

委
託

し
て
い
る

こ
と
等

当
該
旧

指
定

身
体
障

害
者
更

生
施

設
の

責
任

に
お

委
託

し
て

い
る

こ
と

等
当
該

旧
指
定

身
体

障
害
者

更
生
施

設
の

責
任

に
お

い
て
食

事
提
供

の
た
め

の
体
制
を

整
え
て
い
る

も
の
と

し
て

都
道

府
県

知
い

て
食

事
提

供
の

た
め

の
体

制
を
整

え
て

い
る
も

の
と
し
て

都
道

府
県
知

事
に
届

け
出
た
旧

指
定
身

体
障
害

者
更

生
施
設

に
お
い

て
通

所
に

よ
る

事
に

届
け

出
た
旧
指
定

身
体

障
害

者
更

生
施

設
に
お

い
て

通
所
に
よ

る
、

、

指
定
旧
法

施
設
支

援
を
行

っ
た
場

合
に

平
成

年
３
月

日
ま

で
の

間
指

定
旧

法
施

設
支

援
を

行
っ
た

場
合

に
平

成
年
３

月
日

ま
で

の
間

2
4

31
2
4

3
1

、
、

１
日
に
つ

き
所
定
単

位
数
を

加
算

す
る

１
日

に
つ

き
所

定
単

位
数

を
加
算

す
る

、

、

。
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